
 
 
 

平成２９年３月３０日 

消 防 庁  
「外国人来訪者等が利用する施設における災害情報の伝達・ 

避難誘導に関するガイドライン骨子」の公表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「外国人来訪者等が利用する施設における災害情報の伝達・避難誘導に関する 

ガイドライン骨子」の概要 

別添２及び３のとおり。 
 
＜ガイドライン骨子の主な内容＞ 

(1) ガイドライン（骨子）の対象（①駅・空港、②競技場、③旅館・ホテル等を対

象として、実情等に応じた火災又は地震発生時の効果的な対策を推進） 

(2) 外国人来訪者等のニーズ等や施設の特徴を踏まえた情報伝達・避難誘導の基本

的な考え方（考慮することが望ましいニーズ等）を整理。 

(3) 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導の方策の例（スマートフォンア

プリ等の活用例）を提示。 

現状の災害情報の伝達や避難誘導は、主に日本語音声によるもの。 

⇒ 外国人来訪者等のスマートフォンに専用アプリをインストールすることに

より、当該スマートフォンに災害情報等を多言語（母国語）で表示することが

可能に。 

(4) 施設の防火・防災対策に関する情報を施設利用者へ周知する方策 

現状の消火器設置場所等の標識は、主に日本語で表示。 

⇒ 外国人来訪者等にもわかりやすいピクトグラム（案内図記号）の活用を推進。 

(5) ガイドライン策定に向けた今後の取組み 

外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導について、具体的なメッセージ

や施設従業員等に対する教育・訓練プログラムなどを検討。 

※ 全文については、消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp)に掲載します。 
 

２ 今後のスケジュール 

平成 29年度において、検討部会を継続開催し、平成 30年３月末までにガイドライ

ンを策定する予定です。 

 

 

 

 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 

送信の際には、「<@>」を「@」に置き換えてください。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、多数

の外国人来訪者等が駅・空港や競技場、旅館・ホテルなどを利用することが想定さ

れることを踏まえ、「外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導のあり方等に

関する検討部会」（別添１：部会員名簿）において、外国人来訪者等に配慮した災害

情報の伝達や避難誘導の方策等について検討を行っているところです。 

今般、当該検討部会において、「外国人来訪者等が利用する施設における災害情報

の伝達・避難誘導に関するガイドライン骨子」をとりまとめましたので、公表しま

す。 

（連絡先）消防庁予防課 伊藤補佐、四維係長 

千葉補佐、桐原係長 

TEL：03-5253-7523（直通）FAX：03-5253-7533 

MAIL:fdma-yobouka119<@>soumu.go.jp     



別添１ 
外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導の 

あり方等に関する検討部会 部会員名簿 

（敬称略・五十音順） 

＜学識経験者＞ 

川内
かわうち

 美彦
よしひこ

 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科教授 

行田
ぎょうだ

 弘一
こういち

 芝浦工業大学工学部通信工学科教授 

小林
こばやし

 恭一
きょういち

 東京理科大学総合研究院教授 

野村
の む ら

  歡
かん

 元国際医療福祉大学大学院教授 

廣井
ひ ろ い

  悠
ゆう

 東京大学大学院工学系研究科准教授 

＜事業所等＞ 

岩切
いわきり

 秀
ひで

康
やす

 京浜急行電鉄株式会社鉄道本部安全推進部課長 

岩佐
い わ さ

 英
え

美子
み こ

 一般社団法人日本ホテル協会事務局長 

清澤
きよさわ

 正人
ま さ と

 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会専務理事 

久保
く ぼ

 裕司
ゆ う じ

 株式会社東京スタジアム総務部総務課長 

古泉
こいずみ

 修
おさむ

 独立行政法人日本スポーツ振興センター新国立競技場設置本部企画・管理部 

運営調整役 

齋藤
さいとう

 文夫
ふ み お

 一般社団法人全国警備業協会総務部次長 

田中
た な か

 幸司
こ う じ

 成田国際空港株式会社空港運用部門保安警備部警備調整グループマネージャー 

西尾
に し お

  誠
まこと

 一般社団法人電子情報技術産業協会非常用放送設備専門委員会委員 

橋本
はしもと

 幸弘
ゆきひろ

 一般社団法人日本火災報知機工業会設備委員会委員長 

林
はやし

  博基
ひ ろ き

 東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部 安全企画部防火・防災グループ課長 

町田
ま ち だ

 武士
た け し

 東京地下鉄株式会社鉄道本部安全・技術部防災担当課長 

＜消防本部＞ 

川島
かわしま

 彰
あきら

 千葉市消防局予防部予防課査察対策室長 

酒井
さ か い

 賢二
け ん じ

 大阪市消防局予防部予防課長 

谷山
たにやま

 明子
あ き こ

 東京消防庁予防部副参事 



３ 施設の防火・防災対策に関する情報を施設利用者等へ周知する方策

２ 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導の方策の例（スマートフォンアプリ等の活用例）

１ 外国人来訪者等のニーズ等や施設の特徴を踏まえた情報伝達・避難誘導の基本的な考え方（考慮する
ことが望ましいニーズ等）

⇒ ①駅・空港、②競技場、③旅館・ホテル等を対象として、実情等に応じた
火災又は地震発生時の効果的な対策を推進。

外国人来訪者等が利用する施設における災害情報の伝達・避難誘導に関するガイドライン骨子

背景・目的

ガイドライン（骨子）の対象

ガイドライン（骨子）の主な内容

外国人来訪者等のスマート
フォンに専用アプリをイン
ストールすることにより、
当該スマートフォンに災害
情報等を多言語（母国語）
で表示することが可能に。

外国人来訪者等にも
わかりやすいピクトグラム
（案内図記号）の活用。

火事です、
火事です

現状の災害情報の

伝達や避難誘導は、
主に日本語音声
によるもの。

現状の消火器設置
場所等の標識は、
主に日本語で表示。 消火器のピクトグラム

（JIS Z8210）

○ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、多数の外国人来訪者等が
駅・空港や競技場、旅館・ホテルなどを利用することが想定される。

○ これらの施設で、スマートフォンアプリ等を活用する方策などにより、外国人来訪者等に配慮した災害情報
の伝達や避難誘導が効果的に行われるよう、ガイドラインの策定に向けて検討を行っているところ。

➢ 当該ガイドラインの構成や方向性等を示す「ガイドライン骨子」をとりまとめ（平成29年３月）。

⇒ 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導について、具体的なメッセージや施設従業員等
に対する教育・訓練プログラムなどを検討し、平成30年３月末までにガイドラインを策定する予定。

今後の取組み

（施設内）

別添２
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「外国人来訪者等が利用する施設における災害情報の伝達・ 

避難誘導に関するガイドライン骨子」の概要 

 

第１ 背景・目的 

○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、多

数の外国人来訪者や障がい者等が駅・空港や競技場、旅館・ホテルなどを利用する

ことが想定。 

○ これらの施設では、外国人来訪者や障がいなど様々な身体的特性がある方（以下

「外国人来訪者等」という。）は、例えば日本語音声だけでは災害情報を十分に理

解できないことや階段等がある経路での避難が難しい場合があることなどの課題

があることから、当該外国人来訪者等の個別の事情に配慮した災害情報の伝達や避

難誘導が求められる。 

○ このような状況を踏まえ、スマートフォンアプリやデジタルサイネージ等を活用

する方策などにより、外国人来訪者等に配慮した災害発生時の情報伝達や避難誘導

が効果的に行われるよう、ガイドラインの策定に向けて検討。 

 

第２ ガイドラインの対象 

１ 外国人来訪者等 

日本語音声だけでは災害情報を十分に理解できないことや障がいなど様々な身体

的特性があることにより、災害発生時の情報伝達や避難誘導の際に配慮を必要とする

外国人来訪者や障がい者・高齢者を対象。 

２ 災害の種類 

火災及び地震を対象。 

３ 情報伝達・避難誘導の範囲（内容） 

火災又は地震発生時から、火災又は地震による生命、身体等の被害の軽減のための

活動が終了する時点までに、人命安全の確保や二次災害の防止等のために行われるも

のを対象。 

４ 施設の用途・規模等 

○ ①駅・空港、②競技場、③旅館・ホテル等（宿泊施設）を対象。 

※ 施設の実情等に応じた効果的な情報伝達や避難誘導の方策が講じられるよう、

施設の規模等は限定しない。 

 ○ ガイドラインの対象とする施設においては、まず 、当該施設の実情等（外国人

来訪者等の利用状況やニーズ等）を踏まえ、災害発生時の情報伝達や避難誘導の

方法について検討することが望ましい。 

その上で、ガイドラインで示す方策等を施設の実情等に応じて講じることや従

業員等へ外国人来訪者等に配慮した情報伝達や避難誘導に関する教育・訓練を行

うことなどにより、施設を利用する外国人来訪者等に対して、災害発生時の情報

伝達や避難誘導を効果的に行うことが望ましい。 

 

第３ ガイドラインで示す情報伝達・避難誘導の方策等と現状の防火・防災対策の関係 

○ 各施設においては、消防法令に基づき、ハード面（例：自動火災報知設備や非常

放送設備の設置等）・ソフト面（例：消防計画の作成、自衛消防隊の組織等）の防

火・防災対策が講じられている。 

○ 現状の防火・防災対策を基本とし、これらに加えて、ガイドラインで示すスマー

トフォンアプリやデジタルサイネージ等による方策等を補助的に活用。 

別添３ 
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第４ ガイドラインで示す事項 

１ 外国人来訪者等のニーズ等や施設の特徴を踏まえた情報伝達・避難誘導の基本的

な考え方（第５） 

２ 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導の方策の例（第６） 

３ 施設の防火・防災対策に関する情報を施設利用者等へ周知する方策（第７） 

 

第５ 外国人来訪者等のニーズ等や施設の特徴を踏まえた情報伝達・避難誘導の基本的な考え方 

１ 外国人来訪者に配慮した情報伝達・避難誘導の基本的な考え方 

＜対応が想定される場面等＞ 

○ 円滑な避難誘導のためには、①火災の発生場所や火災及び地震による被害状

況、自衛消防隊の活動状況、避難の要否などについて、②適切なタイミングや

範囲に情報伝達することが有効。 

○ 地震発生時のパニック防止のためには、建物の安全に関する情報の伝達が有

効。 

＜対応において考慮することが望ましいニーズ等＞ 

○ 多言語での情報伝達について、日本語のほか、第１に英語、次いで中国語・

韓国語を優先することを基本とし、施設を利用する外国人来訪者のニーズ等に

応じて柔軟に対応することが有効。 

○ 音声や文字の多言語対応のほか、スマートフォンやデジタルサイネージ等を

活用し、絵や映像、地図など複数の方策による情報伝達が有効。 

 

２ 障がい者・高齢者に配慮した情報伝達・避難誘導の基本的な考え方 

＜対応が想定される場面等＞ 

○ 火災の発生場所や火災及び地震による被害状況、自衛消防隊の活動状況、避

難の要否のほか、障がいなど様々な身体的特性に応じた避難経路や避難方法に

ついて、適切に情報伝達することが有効。 

○ 聴覚や視覚から情報を得ることができない方、高齢者などの不安を和らげる

ためには、適切なタイミングや範囲に情報伝達することが有効。 

＜対応において考慮することが望ましいニーズ等＞ 

○ 音声のほか、スマートフォンやデジタルサイネージ等を活用し、文字や映像

など複数の方策による情報伝達が有効。 

○ 施設や状況に応じた人的対応などの配慮が有効。 

 

３ 施設の特徴を踏まえた情報伝達・避難誘導の基本的な考え方 

①火災又は地震発生時のパニック防止のための、安心情報の提供などを含めたきめ細

やかな情報提供が有効。 

②施設関係者が適切に情報伝達や避難誘導を行うための事前の訓練などが有効。特に、

競技場においては、イベント主催者やボランティア等も含めた施設関係者の連携が

重要。 

③外国人来訪者等のニーズ等を把握し、対応することが有効。特に、旅館・ホテル等

においては、宿泊客のニーズ等の把握も含めた個別の対応について考慮することが

重要。 
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第６ 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導の方策の例 

１ 防災センター等から外国人来訪者等への情報伝達・避難誘導の方策の例 

○ スマートフォンアプリによる多言語での情報伝達等 

外国人来訪者等が、日常使用しているスマートフォンに専用アプリをインストー

ルすることにより、災害発生時等に当該携帯端末に適切な災害情報等を表示。 

○ デジタルサイネージによる情報伝達等 

平常時は、施設において広告や観光情報等を表示する画面として活用するが、災

害発生時等には、画面に詳細な災害情報や適切な避難方向などを表示し、これらの

情報を外国人来訪者等に伝達。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自衛消防隊員から外国人来訪者等への情報伝達・避難誘導の例 

○ 多言語翻訳機能付き拡声器による多言語での情報伝達等 

入力音声等を指定した言語に翻訳し、拡声する機能を活用して、災害発生時等に

情報伝達。 

○ 多言語音声翻訳アプリ等を活用した多言語での情報伝達等 

入力音声等を指定した言語に翻訳し、音声等で出力する機能を活用して、災害発

生時等に情報伝達。筆談機能等を有するものも開発等されているところ。 

 ○ フリップボードによる情報伝達等 

災害が発生した旨や避難の方向などを示したフリップボードを使用して、外国人

来訪者等に情報伝達。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災センター等からの信号等で
自動的に切り替え

！火災発生！

（イメージ）

（イメージ）

火事です。避難
してください

今ここ

私があなたを階段まで
連れて行きます。
あなたは歩けますか。

I’ll take you to the 
stairs.Can you walk?

階段までお連れします。
歩けますか。

Escape 避难

EXIT
紧急出口

【スマートフォンアプリの活用】 【デジタルサイネージの活用】 

【多言語翻訳機能付き拡声器の活用】 【多言語翻訳アプリ等の活用】 【フリップボードの活用】 
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第７ 施設の防火・防災対策に関する情報を施設利用者等へ周知する方策 

１ 施設の防火・防災対策などに関する情報コンテンツ集（例）の活用 

外国人来訪者等を含めた施設利用者への当該施設に講じられている防火・防災対策

や火災及び地震が発生した際にとるべき行動などに関する事前周知のほか、従業員等

への外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導に関する教育・訓練などに活用可

能な「施設の防火・防災対策などに関する情報コンテンツ集（例）」を検討。 

 

２ 案内図記号（ピクトグラム）の活用 

現在、公共スペース、電車内、高速道路等多くの場所でピクトグラムが幅広く利用

されている。消防法令では、誘導灯・誘導標識の図記号が規定されている。 

消火器については、ピクトグラムの使用について法令上規定されていないが、ＪＩ

Ｓ原案作成委員会での議論を踏まえて、外国人にもわかりやすいピクトグラムを活用

することが望ましい。 

 

第８ 関連するマニュアル・ガイドライン等 

○ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、外国

人来訪者等への情報提供などについては、関係省庁や関係団体などにおいても様々

な視点から取り組んでいるところ。 

○ 火災又は地震発生時の外国人来訪者等に配慮した情報伝達や避難誘導については、

本ガイドラインで示す事項を基本とした上で、外国人来訪者等のニーズ等の具体的

な内容に応じ、他の関連するマニュアル・ガイドライン等を参考とすることや関係

省庁等の関連する取組みを活用することなどにより、体制整備を進めることが効果

的。 

 

第９ ガイドライン策定に向けた今後の取組み 

 外国人来訪者等に配慮した情報伝達や避難誘導が効果的に行われるよう、主に次の

事項に今後取り組むこととし、これらを含めてガイドラインを平成 29 年度末までに、

とりまとめる。 

１ 外国人来訪者等のニーズ等の実現にあたって有効と考えられる情報伝達・避難誘

導の具体的なメッセージの検討 

２ 施設の防火・防災対策などに関する情報コンテンツ集（例）の作成 

３ 案内図記号（ピクトグラム）の活用に関する整理 

４ 外国人来訪者等に配慮した情報伝達・避難誘導に関する教育・訓練プログラムの

検討 
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